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３養護者支援 

 

３. １養護者（家族等）支援の意義 

 

高齢者虐待防止法では、養護者の負担軽減のため、養護者に対する相談、指導及び 

助言その他必要な措置を講じることが規定されています（高齢者虐待防止法第１４条 

第１項）。 

高齢者虐待事案への対応として、虐待を行っている養護者も何らかの支援が必要な 

状態にあると考え、虐待を行っている養護者を含む家族全体を支援する観点が重要です。 

高齢者虐待は、高齢者が重度の要介護状態であることや、養護者に認知症に対する 

介護の知識が不十分であること等による介護疲れ、家族間の人間関係の強弱、 

養護者自身が支援を要する障害の状態、経済的に困窮状況にあるなど、様々な状況が 

絡み合って生じていると考えられます。 

そのため、こうした状況に関する情報を適切に収集し、分析した上で課題を明らか 

にし、関係者間で合意された方針に基づいた支援をチームで行うことで、高齢者に 

対する虐待を解消し、新たな虐待を防ぐ一歩が踏み出せます。 

 

１）養護者との間に信頼関係を確立する 

高齢者支援するためには、まず、高齢者の最も身近な存在である養護者と適切な 

コミュニケーションが行える関係作りを行い、相談・助言が行える体制を整える 

ことが重要です。また、そのためには、養護者に対しての定期的な声かけやねぎらい 

などを行い、養護者との信頼関係を形成するように努めることが重要です。 

さらに、その場合は、養護者の担当者と高齢者の担当者を分けるなど、養護者、 

高齢者、それぞれの立場を擁護する支援体制を示すことも重要です。 

 

２）介護負担・介護ストレスの軽減を図る、ねぎらう 

法に基づく対応状況等調査結果では、養護者による高齢者虐待の主な発生要因に 

高齢者の認知症の症状などを起因とした介護疲れ・介護ストレスや高齢者との人間 

関係などが例年上位を占めています。「１）養護者との間に信頼関係を確立する」 
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でも触れたとおり、養護者への対応においては、虐待のリスクや危害の状況を注視 

しつつ、同時に、養護者自身がこれまで担ってきた介護、養護者の取り組んできた 

工夫など、養護者のもつストレングスにも目を向け、それをねぎらうなどの働き 

かけが重要です。こうした対話は、養護者の自己肯定感を高めるだけでなく、養護者 

と支援者の信頼関係の形成、虐待の未然防止等にも有効であるといえます。 

 

３）養護者自身の抱える課題への対応 

虐待発生の要因と直接的・間接的に関係する養護者の持つ疾患や障害、経済状況等 

 の生活上の課題を抱えている場合には、要因を分析するとともに、支援目標を明確にし、 

それを支援計画に反映したうえで、課題解決のための働きかけを行います。なお、その 

際は、課題解決を行うために不可欠な関係機関の開拓、情報共有、関係機関との連携を 

充分にとり、養護者が必要な支援につながるための働きかけが重要です。 

また、虐待が解消した後も虐待の再発防止の観点から適切な関係機関によるモニタリ 

ングが不可欠となります。なお、課題分析を行う中で、ストレス軽減等のための支援が 

必要であると判断された場合は、介護保険サービスの利用によるレスパイトケアや各種 

地域資源の利用、介護講習会等や家族会への参加等による怒りの感情のコントロール等 

を含むストレスマネジメント等のわかりやすいリーフレットの作成・配布、養護者等を 

対象としたシンポジウムの開催などの方法が有効な例もあります。 

 

※養護者によるクレーム等と養護者支援は区別して対応する。 

 

高齢者虐待対応の過程で、養護者から対応内容についてのクレームや不当な要求、 

嫌がらせ、脅し等が市町村や地域包括支援センターに対して行われる場合があります。 

これらの行為への対応は、適切な苦情申し入れである場合には、行政行為への苦情 

対応として処理することとし、虐待対応の業務に対する妨害と評価される場合には、 

業務妨害への対応として処理するなど、いずれにしても養護者支援の域を超えている 

ことから、通常の養護者支援とは区別し、組織的な対応が必要となります。 

このような場合、高齢者虐待担当部署に窓口を一本化させ、組織的に対応していく 

とともに、苦情対応や業務妨害として関係部局と連携した対応も必要です。 
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庁内の他の部署や地域包括支援センターに養護者からの働きかけがあっても、 

高齢者虐待については、福祉介護課として対応することを確認しておくことが 

必要です。 

 

なお、場合によっては、不当要求に対する対応マニュアル等に従って対応し、 

弁護士等に助言を求めることも必要です。 

養護者に対しては複数人で対応し、やりとりを記録に残しておく必要があります。 

可能な限り相手の了解を得て録音することも、交渉過程を証拠に残しておくと 

いう点で有効です。 

 

４）虐待の解消、本人の安心と暮らしの安全 

支援の最終的な目標は、虐待の解消、本人の安心と暮らしの安全の確保にあります。 

支援開始後も定期的なモニタリングを行いながら継続的に関わって高齢者や養護者、 

家族の状況を再評価し、最終目標につなげることが必要です。 
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３. ２リスク要因を有する家庭への支援 

 

高齢者虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的要因が複雑に絡み合って起こります。 

リスク要因としては、以下の表のようなものが考えられますが、これらの要因は、 

高齢者や養護者、家族の生活状況や、虐待のリスクを見極めるための重要な指標と 

なります。 

多くのリスク要因を有する家庭で直ちに高齢者虐待が起こるわけではありませんが、 

「早期発見・見守りネットワーク」等を通じて、高齢者や養護者の心身の状況や生活状況 

を適切に見極めながら、支援・見守りを行うことが重要です。よって、リスク要因を有し、 

支援を必要としている高齢者や養護者、家族などに対して適切かつ積極的な支援を行う 

ことで、高齢者虐待の発生を未然に防ぐことが可能になると考えられます。 

虐待行為は、虐待を受ける高齢者とともに虐待を行った養護者にとても深い傷跡を残し、 

その後の関係にも影響を及ぼすと考えられます。こうした意味でも、虐待を未然に防ぐ 

ことがより重要となります。 
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虐待のリスク要因の例 

 

 高齢者の要因 養護者の要因 家族関係・環境要因 

 

生物的 

要因 

・加齢や怪我による 

ＡＤＬ（日常生活 

自立度）の低下 

・疾病・障害がある 

・要介護状態 

・認知症の発生・悪化 

・介護負担による心身、 

経済的なストレス 

・養護者自身の疾病・障害 

・依存症（アルコール・ 

ギャンブル等） 

 

 

心理的 

要因 

・パワレス状態 

（無気力状態） 

・判断力の低下、 

金銭の管理能力の低下 

・養護者との依存関係 

・パワレス状態（無気力状態） 

・性格的な偏り 

 

・親族関係の悪さ、 

孤立 

・家族の力関係の 

変化（主要人物 

の死亡など） 

・介護の押し付け 

 

社会的 

要因 

・言語コミュニケーション 

機能の低下 

・過去からの虐待者との 

人間関係の悪さ・ 

希薄・孤立 

・公的付与や手当等の 

手続きができていない 

・介護保険料や 

健康保険料の滞納 

（給付制限状態） 

・介護や家事に慣れていない 

・収入不安定、無職 

・金銭の管理能力がない 

・借金、浪費癖がある 

・公的付与や手当等の 

手続きができていない 

・介護保険料や健康保険料の 

滞納（給付制限状態） 

・高齢者に対する恨みなど、 

過去からの人間関係の悪さ 

・相談者がいない 

・認知症に関する知識がない 

（高齢・障害者に対する 

無理解） 

・介護や介護負担のための 

サービスを知らない 

・親族関係からの孤立 

・暴力の世代間・ 

家族間連鎖 

・家屋の老朽化、 

不衛生 

・近隣、社会との 

関係の悪さ、孤立 

・人通りの少ない 

環境 

・地域特有の風習・ 

ならわし 

・高齢者に対する 

差別意識 

・認知症や疾病、 

障害に対する偏見 
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３. ３養護者支援のためのショートステイ居室の確保 

 

１）法的根拠 

高齢者虐待防止法では、市町村は、養護者の心身の状態から緊急の必要があると 

認める場合に高齢者を短期間施設に入所させ、養護者の負担軽減を図るため、必要 

となる居室を確保するための措置を講ずるものとされています（高齢者虐待防止法 

第１４条第２項）。 

高齢者虐待に至っていない状態であっても、放置しておけば高齢者虐待に至る 

可能性がある場合、あるいは、高齢者が要支援や非該当であっても緊急に養護者の 

負担軽減を図る必要がある場合などについては、養護者の負担を軽減する観点から、 

積極的にこの措置の利用を検討する必要があります。 

 

２）居室の確保策 

高齢者虐待防止法第１４条第２項に規定する「居室を確保するための措置」 

としては、市町村独自に短期療養するための居室を確保して対応する方法も考え 

られますが、地域によってベッドの空き状況などが異なることから、各自治体の 

状況に応じた工夫が必要です。 

なお、国２／３、都道府県１／３で負担する地域医療介護総合確保基金において、 

緊急ショートステイの整備に対しての支援も対象となっています。 

 

３）継続的な関わり 

高齢者が短期入所している間も、支援担当者は、高齢者と養護者等と定期的に 

関わりを持ち、今後の生活に対する希望などを把握しながら適切な相談、助言等の 

支援を行うことが必要です。 
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４財産上の不当取引による被害の防止 

 

１）被害相談、消費生活関係部署・機関の紹介 

高齢者の財産を狙った不当な住宅改修や物品販売などの例が少なくありません。 

こうした被害に対して相談に応じ、高齢者の財産を保護するために適切な対応を 

図ることが必要とされています。 

高齢者虐待防止法では、市町村は、養護者や高齢者の親族、養介護施設従事者等 

以外の第三者によって引き起こされた財産上の不当取引による被害について、相談に 

応じ、若しくは消費生活業務の担当部署や関係機関を紹介することが規定されています

（高齢者虐待防止法第２７条第１項）。この相談や関連部署・機関の紹介は、高齢者 

虐待対応協力者に委託することが可能です。 

特に、高齢者虐待対応協力者の一員である地域包括支援センターにおいては、消費 

生活センターまたは市町村の消費者関係部局と定期的な情報交換を行うとともに、 

消費者安全確保地域協議会（自治体に設置されている場合）の活用、民生委員、 

介護支援専門員（ケアマネジャー）、訪問介護員等に対して不当取引に関する情報提供 

を行います。 

住民に対しては、財産上の不当取引による高齢者の被害に関する相談窓口（基本的 

 には、消費生活センターまたは市町村の消費者担当部局となります。）を周知すると 

ともに、消費生活に関連する部署・機関との連携協力体制の構築を図ります。 

 

【相談窓口】 

〇消費者ホットライン １８８（いやや！） 

ＴＥＬ：１８８（局番なし 全国共通の３桁の電話番号） 

消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を 

ご存知でない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、 

消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。 

土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない 

場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始（１２月２９日～ 

１月３日）を除いて原則毎日利用することが可能です。 
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〇日本司法支援センター 法テラス 

ＴＥＬ：０５７０－０７８３７４ 

（平日）９：００～２１：００ （土曜日）９：００～１７：００ 

 

問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、 

司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・サポートダイヤルや 

全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内しています（情報提供業務）。 

また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要 

  に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています（民事法律扶助業務）。 

このほか、犯罪の被害にあわれた方などへの支援（犯罪被害者支援業務）等、総合 

法律支援法に定められた５つの業務を中心に、公益性の高いサービスを行っています

（ほかに司法過疎対策業務、国選弁護等関連業務があります）。 

 

 

２）成年後見制度の活用 

財産上の不当取引のように、経済的虐待と同様の行為が認められる場合は、日常生活 

自立支援事業や成年後見制度の活用も含めた対応が必要となります。また、本人の判断 

能力が不十分な場合は、前述した市町村長申立も活用しながら、高齢者の財産が守られ 

るよう、支援を行うことが必要です。 


